
お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
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女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
そ
う

市
役
所
地
域
協
働
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
１
４
６

　

Ｄ
Ｖ
、
性
犯
罪
、
売
買
春
、
人

身
取
引
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な

ど
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
人
権

を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ

り
、
決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
被
害
に
遭
っ
た
方

は
１
人
で
悩
ま
ず
、
相
談
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

▼
相
談
窓
口　

左
表　

市
役
所
の

相
談
窓
口
は
26
㌻
を
参
照　

※
県

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
と
名
古
屋
法

務
局
は
、
祝
日
・
年
末
年
始
は
休

み

障
害
者
虐
待
の
防
止

市
役
所
福
祉
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
８
１

 

１
０
０
４
９
４
２

　

身
体
的
・
心
理
的
・
性
的
・
経

済
的
な
虐
待
や
放
棄
・
放
任
な
ど

の
障
害
者
虐
待
は
、
障
害
の
あ
る

方
の
尊
厳
を
脅
か
す
も
の
で
す
。

虐
待
を
受
け
た
と
き
ま
た
は
、
虐

待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
障
害
の

あ
る
方
に
気
付
い
た
と
き
は
、
速

や
か
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
通
報
先　

市
役
所
福
祉
課　

☎

（
０
５
８
７(

32)

１
２
８
１
）・
Ｆ

Ａ
Ｘ（
０
５
８
７(

32)

１
２
１
９
）

税
に
関
す
る
各
種
説
明
会

一
宮
税
務
署☎

０
５
８
６(

72)

４
３
３
１

▼
日
程
・
内
容
な
ど　

下
表
▼
そ

の
他　

青
色
申
告
決
算
書
用
紙
は

会
場
に
用
意
し
ま
す　

※
事
前
に

必
要
な
場
合
は
一
宮
税
務
署
へ
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

● 

税
務
署
で
の
面
接
相
談
は
予
約

を
お
願
い
し
ま
す

　

資
料
を
持
参
し
て
の
相
談
や
申

告
書
の
作
成
な
ど
、
窓
口
で
の
相

談
は
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

代
表
電
話
番
号
か
ら
自
動
音
声
に

よ
る
電
話
相
談
も
あ
り
ま
す
の
で

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。　

※
確
定

申
告
期
間
中
は
、
確
定
申
告
会
場

（
一
宮
地
場
産
業
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
）
で
申
告
書

の
作
成
指
導
や
相
談
を
行
い
ま
す

放
置
自
転
車
は
や
め
ま
し
ょ
う

市
役
所
危
機
管
理
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
１
５
９

 

１
０
０
１
２
７
５

　

道
路
（
通
路
）
に
自
転
車
・
バ

イ
ク
を
置
く
と
、
交
通
を
妨
げ
皆

さ
ん
の
迷
惑
と
な
り
、
災
害
時
な

ど
は
緊
急
活
動
の
支
障
に
も
な
り

ま
す
。

● 

道
路
な
ど
に
放
置
さ
れ
た
自
転

車
な
ど
は
撤
去
し
ま
す

　

Ｊ
Ｒ
稲
沢
駅
・
名
鉄
国
府
宮
駅

周
辺
を
「
自
転
車
等
放
置
禁
止
区

域
」
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
区
域

内
に
放
置
し
て
あ
る
自
転
車
な
ど

は
す
ぐ
に
撤
去
し
ま
す
。
ま
た
、

区
域
外
で
あ
っ
て
も
放
置
自
転
車

な
ど
に
は
注
意
書
を
取
り
付
け
、

７
日
経
過
後
は
撤
去
し
ま
す
。
撤

去
後
は
条
例
に
よ
り
告
示
を
し
、

告
示
の
日
か

ら
60
日
以
内

に
市
役
所
危

機
管
理
課
で

返
還
手
続
き

が
必
要
と
な

り
ま
す
。

●
自
転
車
等
駐
車
場
の
利
用
を

　

市
内
の
鉄
道
駅
周
辺
に
は
、
全

35
カ
所
の
公
共
自
転
車
等
駐
車
場

が
あ
り
ま
す
。
利
用
す
る
際
は
決

め
ら
れ
た
場
所
に
順
序
よ
く
並

べ
、
必
ず
施
錠
し
て
く
だ
さ
い
。

ガ
ー
ド
パ
イ
プ
や
フ
ェ
ン
ス
に

チ
ェ
ー
ン
で
自
転
車
な
ど
を
つ
な

が
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

７
日
間
を
越
え
て
駐
車
し
た
ま

ま
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
撤
去
し

ま
す
。
撤
去
後
は
放
置
自
転
車
と

同
様
に
返
還
手
続
き
が
必
要
で

す
。

▼
返
還
日
時　

月
〜
金
曜
日
（
祝

休
日
・
年
末
年
始
は
除
く
）、
午

前
８
時
45
分
〜
11
時
30
分
、
午
後

１
時
〜
４
時
30
分
▼
持
ち
物　

①

放
置
自
転
車
等
引
取
通
知
書
（
通

知
が
届
い
た
場
合
）
②
印
鑑
③
自

転
車
の
鍵
④
身
分
証
明
書
（
運
転

免
許
証
、
健
康
保
険
証
、
学
生
証

な
ど
）
⑤
返
還
費
用
（
自
転
車
…

１
０
０
０
円
、
原
動
機
付
自
転
車

…
２
０
０
０
円
）

● 

リ
サ
イ
ク
ル
自
転
車
を
販
売
し

て
い
ま
す

　

返
還
手
続
き
が
さ
れ
な
か
っ
た

自
転
車
は
市
で
処
分
し
ま
す
が
、

再
生
可
能
な
も
の
は
リ
サ
イ
ク
ル

自
転
車
取
扱
店
（
左
表
）
で
点
検
・

整
備
し
、
販
売
し
て
い
ま
す
。

店名 所在地 電話番号
オートサイクル栗木 松下一丁目 0587(32)2762
( 株 ) 内藤モータース 重本二丁目 0587(32)0726
前田自転車モーター商会 松下一丁目 0587(32)2071
河合自転車店 陸田一里山町 0587(32)3303
サイクルショップいとう 一色巡見町 0587(36)1430

リサイクル自転車取扱店

とき ところ 内容 対象

11 月 22 日 ( 金 )

午前 10時～正午
名古屋文理大
学文化フォー
ラム（市民会
館）中ホール

青色申告決算等
説明会

青色申告をする個
人事業者

午後１時 30 分
～３時

年末調整説明会
給与の支払いをす
る法人・個人事業者

午後３時～４時 消費税軽減税率
制度等説明会 法人・個人事業者

税に関する各種説明会　日程・内容など ● e-TAX の利用手続き
がより便利になりました
　ID・パスワード方式で
の e-TAX による申告書
などの送信ができるよう
になりました。詳しく
は、国税庁のホームペー
ジで確認してください。

相談窓口 とき 電話番号

県女性
相談セ
ンター

女性悩みごと電話
相談

月～金曜日…午前９時～午後９時
土・日曜日…午前９時～午後４時

052(962)2527

弁護士による DV
専門電話相談

月曜日…午後２時～３時 30 分 052(962)2528

尾張駐在室 月～金曜日…午前９時～午後５時 052(961)7211

県警察
本部

ハートフルライン
（犯罪被害者のこ
ころの悩み相談）

24 時間 365 日

052(954)8897

性犯罪被害 110番 0120(67)7830
ストーカー 110番 052(961)0888
ふれあいコール
（列車内の痴漢被
害相談）

052(561)0184

名古屋
法務局

女性の人権ホット
ライン

月～金曜日…午前８時 30 分～午
後５時15分　※11月 18日 (月 )
～ 24 日 ( 日 )（強化週間中）は、
月～金曜日…午前８時 30 分～午
後７時、土・日曜日…午前 10 時
～午後５時

0570(070)810

女性に対する暴力などの相談窓口

●
防
犯
登
録
の
変
更
を
忘
れ
ず
に

　

盗
難
さ
れ
た
自
転
車
が
発
見
さ

れ
た
と
き
、
持
ち
主
が
す
ぐ
に
分

か
る
よ
う
、
知
人
か
ら
自
転
車
を

譲
り
受
け
た
と
き
や
住
所
が
変

わ
っ
た
と
き
は
、
最
寄
り
の
自
転

車
店
で
防
犯
登
録
の
変
更
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。　

 ▲ 女性に対する暴力
根絶のためのシン
ボルマーク

　子どもたちが健やかに育つため、虐待は絶対にあってはならないことです。虐待は、子どもの心身の成長や
人格形成に重大な影響を与えるだけでなく、次の世代にも虐待を起こす恐れがあります。

みんなでなくそう！ 児童虐待 問合先　市役所子育て支援課　

☎

0587(32)1299
1005895

▲ 児童虐待防止の
　シンボルマーク
　「オレンジリボン」

「虐待かな？」と思ったら、迷わず通告を
　異常な怒鳴り声や激しい泣き声が聞こえてくる、不自然な傷やあざがある、夜遅くに子どもが一人で外にい
る、体や衣服がいつも極端に汚れているなど、確信はなくても虐待の疑いがあった場合、皆さんには通告する
義務があります。通告とは「念のため調査してください」と連絡することです。匿名でも受け付けられ、通告
した方が責任を問われることはありません。

児童虐待通告先
　児童相談所全国共通ダイヤル　

☎

189
　一宮児童相談センター　

☎

0586(45)1558
　市役所子育て支援課　

☎

0587(32)1299

子育てに悩んでいる方は早めに相談を
　育児不安やストレスが積み重なると、はけ口が子どもに向けられて
しまうことがあります。不安のある方は、早めに相談してください。

子育て相談窓口
　子育て支援総合相談センター（西町さざんか児童センター内）　

☎

0587(21)7266
　健康推進課（保健センター内）　

☎

0587(21)2300

019年)11

ン」

皆さん
でも受け付けら

虐待の例

身体的虐待
暴力（殴る、蹴る、
首を絞めるなど）、
戸外に閉め出す、
意図的に病気にさ

せるなど

心理的虐待
心を傷つけること
を言う、無視・拒否・
脅し、子どもの前
での配偶者に対す
る暴力、暴言など

ネグレクト
衣食住の世話をし
ない、家に閉じ込め
る、治療を受けさ
せない、車中に長
時間放置するなど

性的虐待
性的ないたずら、性
的関係の強要、性器
や性交を見せるなど


